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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
  

分担研究 全国統一死後検査プロトコルの作成に関する研究 
「医療現場における死後解剖の検査に関する研究」 

 
分担研究者 小保内 俊雅  多摩北部医療センター小児科 
 
研究要旨  
実効性のある子どもの死亡登録検証制度を実施するには、精度の高い死亡診断が必須で

あり、詳細な死後検査が不可欠である．しかし、異状死体の解剖率が極めて低い現状があ

る．解剖率に及ぼす医師の要因を明らかにするために調査を実施した． 
結果、解剖の意義や重要性、解剖後のご遺体の状態などを充分に説明できる医師が少な

い、また、死後検査の目的によって実施主体や方法が異なること等を理解している医師が

少ないことが判った．背景には、充分な臨床経験を積むには、一人の医師が経験する小児死

亡事例自体は少ないこと、突然死取り扱いに関する教育が実施されていないことが示唆さ

れた． 
解剖率を改善し死因究明を推進するには、異常死体取扱いに関する教育や研修を、医学

教育や研修医教育など様々な機会をとらえて実施する必要がある。 

 
A. 研究目的 
死ぬ蓋然性のない子どもの死を抑制する

ことは、小児医療の重要な目標の一つであ

る。これを実現するためには、子どもたちの

死に関する情報を集約して分析し、死因や

死に至らしめた要因を明らかにし、この結

果を基に多職種によって対策を立てること

が必要である。これがチャイルドデスレビ

ュー（CDR)である。先進諸国ではすでに法

制化され、実効を上げている 1)。わが国では

死亡小票を用いて４歳以下乳幼児の死亡を

検証し、死亡率の高い要因として小児医療

体制の不備があることを明らかにした先行

研究があり 2)、これを踏まえて施策された小

児救急医療政策が実効を上げたとの報告も

存在している 3)。このように子どもの死を予

防するためには、CDR のような子どもの死

の詳細な検討システムの実施は必要不可欠

である。 
実効ある CDR を実施するためには、精度

の高い死亡診断が必須である。特に自然死

でない症例、いわゆる異状死体の死亡診断

には、より正確性が求められる。正確な死亡

診断には、中枢神経を含む全身解剖

(Complete autopsy: CA) 、死亡状況調査

(Death Scene Investigation: DSI)および家

族歴を含む病歴調査(Clinical History: CH)
が必要である。しかし、わが国では異状死体

の解剖率は非常に低いことが指摘されてい

る 4)。解剖率が低い原因として、監察医制度
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が整っていないなどの社会的要因や、遺族

のみならず社会が解剖に拒否的であるとい

った要因が指摘されている 5)。一方、遺族か

らは医療者からの説明が十分でなかったと

の指摘もあり、このことは、医療者が異状死

体の取扱い経験が乏しいため、死後検査に

対する知識や意識が十分でないのではない

のではいかとの推察がなされている。 
今回、このような背景を踏まえ、より深く

現場の臨床医の実態を調査するため、異常

死体に遭遇する可能性の高い、子ども専門

病院及び地域中核病院の小児科医にアンケ

ートを実施した。 
 
B. 研究方法 
対象者は医師歴３年以上の、小児総合医

療施設協議会会員施設の小児集中治療科・

救急診療科・小児総合診療科を標榜する診

療科医師（計 318 名、以下、小児病院医師）、

および高度救命救急センター設置施設の小

児科医師（計 430 名、以下、救急病院小児

科医師）とし、web アンケート形式で回答

を求めた。アンケートの周知のため、各病院

に依頼状を送付し、調査の目的とアンケー

トサイトへのアクセス方法を通知した。 
基本的に択一式の回答を得られる設問と

したが、複数回答を得る設問も準備した。自

由意見を記載する設問は一問にとどめた。

回答は暗号化された通信を用いて行われ

た。 
なお本研究は、多摩北部医療センター倫

理委員会の承認を得て実施した(承認番号

29－04)。 
 
C. 研究結果 
小児病院医師からの回答は 54 名

(17.0%)、救急病院小児科医師 69 名(16.0％)

の計 123 名（全体で 16.4%）の医師から回

答を得た。これら医師のプロフィールを表

１に示す。医歴では後期研修医が 11 名

(8.9%)、6 年から 10 年目までの医師が 27
名(22.0%)で 11 年目以上の医師は 85 名

(69.1%)であった。施設別にみると、小児病

院医師が 43.9%、救急病院小児科医が

56.1%であった。 
全体でみると一般小児科医/小児総合診療

科医は 81 名(65.8%)、小児救急医が 22 名

(17.9%)、小児集中治療医が 20 名(16.3%)で
あった。後期研修医からの回答は、すべて救

急病院からで、一名が救急科所属であった

以外は全て小児科に所属していた。 
 
主たる回答結果については、末尾に表とし

て掲示している。 
表 1  回答者の内訳 
表 2 突然死の臨床経験 
表 3 突然死取り扱いに関する知識 
表 4 突然死発生時の遺族対応 
表 5 異状死体取扱いに関する知識 
表 6 解剖率が改善しない理由 

 
「突然死を経験したことがありますか」と

の問いには、104名(84.6%)が経験していた。

経験がないと答えたのは、後期研修医中の 5
名(45.5%)、6~10 年目の医師のうち 4 名

(14.8%)、11 年目以上の医師のうち 10 名

(11.8%)であった。救急科の医師で経験がな

いと答えた医師はいなかった。 
突然死を経験したことがあると回答した

医師には続いて、異状死の取り扱いに関す

る質問をおこなった。「異状死体の定義を知

っていますか」の問いに、知っていると回答

した医師は 47 名(38.2%)であった。内訳は

後期研修医が 3 名(27.3%)、6～10 年目の医
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師が 9 名(33.3%)で 11 年目以上の医師が 35
名(41.2%)であった。さらに「医師法 21 条

を知っていますか」との問いには、正確に知

っていると答えたのは 24 名(19.5%)で、11
年目以上の医師でも 18 名(21.2%)の医師し

か正確には知らなかった。「警察の介入後の

ご遺体の取り扱いに関して知っています

か？」の問いに知っていると答えた医師は、

後期研修医 3 名(33.3%)、6～10 年目の医師

3 名(11.1%)で 11 年目以降の医師は 33 名

(38.8%)にとどまっていた。 
次に解剖及び死後検査に関する知識につ

いて質問を行った。まず、「突然死診断に必

須な死後検査項目」を選択肢から複数選ん

でもらった。厚生労働省が出している SIDS
診断定義に記載されている中枢神経を含む

全身解剖(CA)、死亡状況調査(DSI)と家族歴

を含む病歴 (CH)を選択したのは 11 名

(8.9%)に過ぎなかった。  CA を必須項目

に選択しなかったのは医歴 11 年以上の医

師で 15 名(17.6%)、6~10 年目の医師で 7 名

(25.9%)、後期研修医で 4 名(36.4%)の、総計

26 名(36.4%)であった。また、死亡時画像検

査(Pre‐Autopsy Imaging: PAI)を必須項

目に選択したのは 103 名(83.7%)であった。

必須項目に CA を選択せずに、PAI を選択

した医師は 19 名(15.4%)で、内訳は後期研

修医 4 名(36.4%)、6~10 年目の医師 5 名

(18.5%)で、11 年目以上の医師では 10 名

(11.8%)であった。「PAI が解剖の代わりに

なると思いますか。」の設問では、なると答

えた後期研修医は 1 名(9.1%)で 6～10 年目

の医師では 1 名(3.7%)、11 年目以上の医師

にはいなかった。また、十分ではないがなる

と答えた医師は、92 名(74.8%)であった。 
「司法解剖・行政解剖(新法解剖)・病理解

剖の相違を説明できますか」との質問に、で

きると回答したのは 6～10 年目の医師で 2
人 (7.4%)、11 年目以上の医師が 12 名

(14.1%)、全体で 14 名(11.2%)であった。 
次に事案発生時の遺族対応に関しての質

問を行った。「ご遺族に警察に通報する件に

関して説明ができますか？」との質問には

65 名(52.8%)の医師ができると回答してい

た。さらに「ご遺族に解剖について説明した

ことがありますか」との質問を行ったが、説

明経験がないと答えた医師が 36 名(29.3%)
で、説明経験のない医師の医歴を見ると、後

期研修医が 10 名(90.9%)、6~10 年目の医師

が 12 名(44.4%)で 11 年目以上の医師は 14
名(16.5%)であった。説明しない理由とし

て、症例に遭遇していなかった 6 例を除き、

“上席医が説明をするから”と答えた人が最

も多く 24 名(66.7%)であった。“解剖の必要

性を認めないから”と答えたのは 3 名(8.3%)
で 11 年目の医師 2 名と 6~10 年目の医師 1
名であった。“解剖の話をするのが憚られる

”と答えたのは、いずれも 6~10 年目の医師

2 名(5.6%)であった。また、後期研修医 1 名

(2.9%)が、解剖は警察が決めることだから、

と回答していた。「ご遺族に解剖の意義や重

要性を説明できますか」、「ご遺族に解剖の

方法と実施後の状態を説明できますか」と

の設問のは、意義や重要性に関して説明で

きると回答したのは 52 名(42.3%)で、後期

研修医は 1 名(9.1%)、6～10 年目の医師が 7
名(25.9%)で 11 年目以上の医師が 44 名

(51.8%)であった。方法やその後の状態を説

明できるとしたのは、後期研修医が 1 名

(9.1%)、6～10 年目の医師が 2 名(7.4%)で
11 年以上の医師が 24 名(28.2%)、全体で 27
名(22.0%)であった。 
その後、異状死体への対応に関する指導

について質問した。「異状死体の取り扱いに
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関して指導を受けたことがありますか」と

の質問に、受けたことがあると回答した医

師は 6 名(4.9%)で、指導された状況は“実際

の症例に遭遇した時”が 4 名で、研修医の時

と専門医研修の時、が１名ずつであった。

「異状死体取扱いに関する指導が必要です

か」の問いには 98 名(79.7%)が必要と感じ

ており、必要ないと答えた医師はいなかっ

た。「どの場面で指導を行うのが良いとおも

いますか」の質問には、医学部教育 27 名

(22.0%)、初期研修 35 名(28.5%)、後期研修

34 名(27.6%)、“繰り返し行う必要がある”と
“冊子などを配布すればよい”がそれぞれ 1
名(0.8%)ずつであった。「異状死体取扱い指

針の様なものが必要ですか」の質問に対し

て、不必要と回答したのは 6～10 年目の医

師 1 名であった。必要と思うと答えたのは

74 名(60.2%)であった。後期研修医と 6～10
年目の医師では 1 名を除き、全員が必要と

回答していた。11年以上の医師のうち 43名

(50.6%)が“あればよい”と回答し、5名(5.9%)
が“どちらともいえない”と回答していた。 
その後に、複数の回答を許可する形式で、

解剖率が低い要因に関して回答を求めた

が、“遺族の拒否感強い”が最も多く 78.0%の

医師が選択していた。そのほかには“監察医

制 度 ”(46.3%) や “ 解 剖 環 境 が 未 整 備

”(59.3%)、“事件性がないと警察が動かない

”(45.5%)、“警察介入後、遺族との関係が途

絶えてしまう”(21.1%)など、制度や体制に

対する不備を指摘する意見が上位を占め

た。一方で、“医療従事者が解剖に対する意

識が低い”(37.3%)や“医療従事者が遺族に対

する説明が十分ではない”(32.5%)と医療者

の問題を指摘する回答も、少なからずみら

れた。 
 最後に「解剖率を改善する方法としてど

のようなことが考えられますか」との自由

記載での質問を行ったが、“医療者への教育

”32 名 (26.0%) 、 “ 社会への啓発 ”26 名

(21.1%)、“解剖環境の整備(監察医制度の全

国展開)”22 名(17.9%)、“マニュアルやガイ

ドラインの整備 18 名”(14.6%)、“解剖の義

務化(法制化)” (13.0%)などの意見が出さ

れたが、最も高い割合で指摘されたのは“医
療者の解剖に対する意識改革”であった。 
 
D. 考察、ならびに E．結語 
今回の調査にでは 123 名の医師から回答

を得た。臨床の現場で指導的役割を担う医

歴 11 年目以上の医師が全体の 69%を占め

ていることから、現在の状況を把握する上

で、おおむね適した情報が得られたと考え

ている。また、今回調査対象としたのは、地

域において重症症例を受け入れている施設

であったが、突然死の臨床経験がない医歴

が 11 年を超える医師でも 11.8%も存在し

ていた。これらの施設では専門分化が進ん

だことも要因であろうが、突然死自体が少

なく、各医師一人一人にしてみれば、臨床経

験を積みあげられる状況ではないことが推

察された。さらに、この医歴の医師で突然死

の経験があっても、18.7%の医師が遺族への

説明経験がないと回答していた。その理由

といて“上級医が説明するから”との意見が

80%を占めており、地域や施設によっては

中堅層の医師といえども異状死体を主導的

に取り扱う機会は少ないものと思われた。 
日本法医学会が定めた異状死体ガイドラ

イン 5)によると「『確実に診断された内因性

疾患による死亡が明らかな死体』以外のす

べての死体」とされている。異状死体は全例

が死因の究明を要するものと考える必要が

ある。事故や事件の可能性のある場合に、責
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任の所在を明らかにし社会的正義を実現す

る必要がある場合、通常は司法解剖が実施

される。疾病が疑われる場合であっても、公

衆衛生向上のために行政解剖(新法解剖)が、

病因や病態を明らかにし予防法や治療法を

確立するためには病理解剖が、必要に応じ

てそれぞれ実施される。“死後検査”と一括り

に言っても、その目的によって実施する主

体や方法は異なる。この相違を正確に認識

していない医師は 86.7%存在していたが、

この相違を知っていれば、警察は主に事件

性の解明を職責としている組織で、事件性

が否定された場合は他の解剖を選択しなく

てはならないことが理解されるはずであ

る。すでに報告されているが 5)、「警察は事

件性がないと動かない」との臨床医の指摘

は、死後検査の理解が十分でないために起

こる誤解である可能性がある。 
また突然死診断に必要とされる死後検査

を正確に知っていると回答した医師は、

8.9%しかいなかった。ただあくまでこれは

自己評価式の回答であり、多くの医師は全

身解剖(CA)・死亡状況調査(DSI)・家族歴を

含む既往歴(CH)・死亡時画像検査(PAI)を加

えていた。厚労省が公表している SIDS 診

断定義に掲載された要件に、PAI を加えて

回答した医師は 61.8%も存在しており、こ

のことは臨床の現場に、PAI に対する意識

が浸透したことを示唆しているものと思わ

れる。また PAI が解剖の代わりになると考

えている医師はほとんどいなかった一方

で、解剖を診断要件に含めていなかった医

師が、全体の 21.1%も存在していた。特に、

11 年目以上の医歴を持つ医師でも 17.6%が

解剖を必須項目として選択しておらず、解

剖に関する必要性の意識が、医師の間に広

くは浸透していないことを示唆しているも

のと思われた。 
遺族に対する対応は極めて重要な要因で

ある。特に突発的な事態に直面したご遺族

に精神的な負担を強いる、解剖を含む死後

検査に関する説明をすることは、医師とし

て極めて重要な職務であるが、荷の重い任

務といえる。特に、日本では古くから、死後

に人間の身体は単なる物体になってしまう

のではなく、遺体には生体ほどではないに

せよ、何らかの意志や感情が存在すると理

解されてきた。このため死後の体を亡骸で

はなく遺体として尊厳を持って扱ってほし

いとの願望があり、遺体に傷をつけること

が躊躇され解剖に拒否的になりやすい文化

である、と考えられており 6)、このような思

考は、医療者も共通に抱いている概念であ

り、『遺族の拒否感が強いことが、解剖率が

向上しない要因である』と考える医師が多

いのはこのためと思われる。しかし、遺族の

思いというものは、は必ずしもそうではな

く、『何があったかを知りたい』、そして『同

じことが繰り返されないようにしてほし

い』との思いであることもまれではないこ

とも解ってきた。遺族が解剖を受け入れな

い最大の理由は、『実施後の状況がどうなっ

てしまうかに対する不安』であることも解

ってきている。 
しかし、今回の調査では実施後の状況を

十分に説明できると回答した医師は全体の

22.0%に過ぎない。これでは遺族の思いを医

療者と共有することができず、結局は解剖

に拒否的になってしまう傾向に傾くことも

仕方がないと思われた。 
今回の調査では、解剖が進まない理由と

して、監察医制度が整備されていないこと

や、解剖環境が充分でないことなど、制度や

体制の要因も指摘されたが、医療者の解剖
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に対する意識の低さや、十分な説明ができ

ないといった要因への回答も、同程度に認

められた。これは、医療者が異状死体取扱に

関する指導を受けていないこと、また、異状

死体に遭遇した経験が乏しいことが要因と

して挙げられる。79.7%に上る医師が異状死

体取扱に関する指導の必要性を感じてお

り、異状死体取扱指針やマニュアルなどの

作成も対策の一つであるが、医学教育や研

修医教育など様々な機会をとらえて死と向

き合い考察する機会を設ける必要があると

考えられた。死から学ぶ医学があり、死から

始まる医療があることを、医療の根幹に据

える必要があるということが出来よう。 
 
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 
学会・シンポジウム発表 
なし 
書籍発刊 
なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
 なし 
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医歴 
高度救命センター設置施設 小児総合医療施設協議会会員施設 

小児科 集中治療科 救急科 総合診療科 集中治療科 救急科 
11 年以上 30 3 8 23 13 7 
6～10 年 14 1 2 4 3 4 

後期研修医 10 0 1 0 0 0 
表 1 回答者の内訳 

 
 

医歴 
突然死に遭遇したことはあります

か 
解剖の説明をしたことがありますか 

無 有 無 有 
11年以上 10 75 14 71 
6～10年 4 23 12 15 
後期研修 5 6 10 1 

表 2  突然死の臨床経験 
 
 

医歴 

異常死体の定義を 
知っていますか 

医師法21条を 
知っていますか 

警察が介入した後、症例がどのよう

に 
扱われるか知っていますか 

知らない 不確実 知っている 知らない 不確実 知っている 知らない 不確実 知っている 
11年
以上 

4 46 35 16 51 18 11 41 33 

6～
10年 

2 16 9 6 16 5 9 15 3 

後 期

研修 
1 7 3 4 6 1 5 3 3 

表 3 突然死取り扱いに関する知識 
 
 

医歴 

異常死体として警察に通報する

場合に、通報に関してご遺族に

説明が出来ますか？ 

解剖を行う意義や重要性を 
ご遺族に説明できますか？ 

解剖の方法や事後のご遺体の状態に 
関して、ご遺族に説明できますか？ 

できない 苦慮する

ができる できる できない 充分には 
できない できる できない 充分には 

できない できる 

11年以上 7 33 45 1 40 44 10 51 24 
6～10年 1 11 15 1 19 7 12 13 2 
後期研修 1 5 5 2 8 1 7 3 1 

表 4 突然死発生時の遺族対応 
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医歴 

突然死診断の要件を知っています

か？ 

司法解剖・行政解剖・承諾(新法)解剖 
・病理解剖のそれぞれの目的や相違を 

ご遺族に説明できますか？ 

正確 不正確 できる 
完全ではないができ

る 
できる 

11年以上 9 76 23 50 12 
6～10年 2 25 13 12 2 
後期研修 0 11 3 8 0 

表 5 異状死体取扱いに関する知識 
 
 

解剖率が改善しない要因 ％ 
ご遺族の拒否感が強い 78.0 

解剖が容易に実施できる環境でない 59.3 
監察医制度が整備されていない 46.3 
事件性がないと警察が動かない 45.5 

医療従事者が解剖に対する意識が低い 37.3 
解剖に関する医療者の説明が不十分 32.5 

警察介入後に遺族との関係が途絶えてしまう 21.1 
警察の費用が少ないから 19.5 

表 6 解剖率が改善しない理由 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


